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岐阜県ママさんバレーボール連盟規約

第 1章 名称及び事務局

第 1条 当連盟は岐阜県ママさんバレーボール連盟と称する。

第 2条 当連盟は、主たる事務所を理事長の住所に置く。

第 2章 目 的

第 3条 当連盟は、バレーボールを通してママさんの心身の健全な発展と、その輪の広がりを願い、

あわせて社会的価値あるものとして生涯スポーツに導くことを目的とする。

第 3章 事 業

第 4条 当連盟は第 3条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) バレーボール競技会

(2) バレーボールに関する研修会及び講習会

(3) 機関誌の発行と、インターネットの発信

(4) その他当連盟の目的達成に必要な事業

第 4章 組 織

第 5条 当連盟は次の会員をもって組織する。

(1) 当連盟は、各地区ママさんバレーボール連盟に登録されているチーム、個人をもって

組織する。

第 6条 当連盟は次の 6地区に支部を置く。

岐阜 西濃 中濃 可茂 東濃 飛騨

第 5章 会 員

第 7条 1．会員は、当連盟の目的に賛同し、登録する各支部に現住する女性であること。

2．当連盟の会員は、一般社団法人全国ママさんバレーボール連盟（以下「全国連盟」という）

の会員となる。

3．会員は、第 20条で定める一定額の会費を納付する。

4．会員は、全国連盟が定める一定額の会費を納付する。
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5．当連盟は、会員の氏名及び住所を記載した「加盟登録届」を作成し、事務所に備え置くもの

とする。

第 6章 役 員

第 8条 当連盟に次の役員を置く。

会 長 1名 副 会 長 若干名

理 事 長 1名 副 理 事 長 若干名

常 任 理 事 若干名 理 事 若干名

監 事 2名 会 計 1名

当連盟に名誉会長、名誉副会長、顧問、参与を置くことができる。

第 9条 役員の選出方法は次のとおりとする。

1．会長、副会長は理事会でこれを推挙する。

2．理事は各地区より若干名を選出し、会長がこれを委嘱する。

3．前項の他に会長は若干名の理事を委嘱することができる。

4．常任理事は理事の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

5．理事長及び副理事長は常任理事の中から選出し、会長がこれを委嘱する。

6．監事は理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。

7．名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は理事会の推薦によって会長がこれを委嘱する。

第 10条 役員の業務分担は次のとおりとする。

1．会長は当連盟を代表し当連盟の業務を統轄する。

2．副会長は会長を補佐し会長が事故ある時はその職務を代行する。

3．理事長は理事会を代表し業務を処理執行する。

4．副理事長は理事長を補佐し理事長が事故ある時はその職務を代行する。

5．常任理事は常任理事会を組織し業務を処理執行する。

6．理事は理事会を組織し当連盟の業務を審議決定する。

7．監事は会計を監査する。

8．会計は当連盟の会計事務を執行する。
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9．名誉会長、名誉副会長、顧問及び参与は会長及び理事会の諮問に応じ、また役員会に出席し

て意見を述べることができる。

第 11条 役員の任期は 2年とし再任することができる。

1．役員の任期が満了となったときには、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。

2．役員の中で欠員が生じたときには、第 9条により後任者を選出する。この場合の後任役員

の任期は前任者の残任期間とする。

第 7章 会 議

第 12 条 1．理事会は重要事項を審議する。ただし、会長は必要に応じ、または 1/3以上の理事の請求

があった時には 2週間以内にこれを招集する。

2．理事会及び常任理事会は必要に応じて会長が招集する。

3．理事会は 3月に、次の事項を審議決定する。

(1) 役員の選出

(2) 予算および決算

(3) 事業計画

(4) 規約の改正

(5) その他の重要事項

第 13条 すべての会議は役員総数の 1/2以上の出席をもって成立する。

第 14条 すべての会議の決定はその出席役員の過半数の決議による。

会議に出席できない役員は他のものに委任することができる。

ただし、その代理人は一人以上を代理することはできない。

第 8章 委 員 会

第 15条 当連盟に委員をもって組織する委員会を設ける。

第 16条 1．委員会は当連盟の事業を遂行するに必要な事項を専門的に分担して検討し、常任理事

会の承認を得てこれを処理執行する。

2．委員会の設置ならびに解散は理事会の承認を得てこれを行う。

3．委員会の機構ならびに業務内容については別にこれを定める。

第 17条 1．委員会に常任理事の中より選出された委員長を置く。

2．委員会は必要に応じて副委員長を置くことができる。

3．副委員長は委員長を補佐し委員長が事故ある時はその職務を代行する。

4．委員は委員長が推薦し会長がこれを委嘱する。
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第 9章 登 録

第 18条 会員は別に定める登録規定により毎年登録しなければならない。

第 10章 会 計

第 19条 当連盟の経費は次の収入をもってこれを充てる。

(1) 会員の加盟分担金

(2) 競技会の参加料

(3) 事業収入

(4) 公共団体の補助金

(5) 協賛金

(6) その他

第 20条 当連盟の加盟負担金の年額は次のとおりとする。

チ ー ム

(1) 一 般 4,000 円

(2) いそじ 4,000 円

(3) ことぶき 4,000 円

(4) おふく 2,000 円

※一般チームは、当連盟を通じ岐阜県協会へ定められた金額を納付する。

第 21条 当連盟の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日までとする。

第 22条 当連盟の予算および決算は監事の監査を経たうえ理事会の承認を得なければならない。

第 11章 雑 則

第 23条 役員の職務のための行動に伴う経費については別にこれを定める。
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附 則

本規約は昭和 47年 4月 1日より施行する。

昭和 62年 3月 一部改正

平成 4年 3月 一部改正

平成 9年 3月 一部改正

平成 19年 3月 一部改正

平成 24年 3月 一部改正

平成 29年 3月 一部改正

令和 2年 3月 一部改正

令和 3年 3月 一部改正

令和 ６年 3月 一部改正

令和 7年 3月 一部改正


